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仕事にも多大な影響を与える花粉症

◆約半数の人が花粉症

現在、非常に猛威を奮っている花粉症です

が、日本経済新聞が調査会社（マイボイスコ

ム）を通じて行った「花粉症」に関する調査

（20～60 歳代の男女 1,000 人が対象）の結果

によれば、花粉症に「かかったことがある」

人は 47％、「かかったことがない」人は 53％

とのことです。花粉症にかかっている人のう

ち、約半数の人は「10 年以上前から」花粉症

の症状があるとのことです。

◆花粉症への対策は？

花粉症について「治療・予防の対策をして

いるか」という質問では、「している」と回答

した人が 76％、「していない」と回答した人

が 24％でした。対策費用としては「1,000 円

以上 5,000 円未満」の人が最多（51％）でし

た。花粉症の人がこれまでに行ったことのあ

る治療・予防の対策（複数回答）については、

上位から多い順に「マスクをする」（74％）、

「市販の薬を使う」（57％）、「うがいをする」

（54％）、「通院する」（51％）との結果でした。

ただ、30 歳代男性で「何も対策をしていな

い」と回答した人は 30％以上もいました。

◆花粉症で何が困るか？

「花粉症にかかって何が困るか」という質

問（複数回答）に対しては、以下の回答結果

となりました。

（１）仕事に身が入らない（61％）

（２）イライラする（43％）

（３）気分がふさぐ（41％）

（４）疲れやすくなる（33％）

（５）睡眠不足になる（28％）

◆企業の生産活動にも大きな影響

上記の結果から見ると、もはや「たかが花

粉症」とは言えず、花粉症患者の仕事のパフ

ォーマンスが落ちることは、企業にとっても

大きな損失と言えるでしょう。

医療・介護分野の生産性が低迷

◆全産業平均の約６割止まり

成長分野として期待されている医療・介護

サービスの生産性は、全産業平均の約６割に

とどまり、非常に低迷しているようです。

医療・介護サービスの需要は今後ますます

拡大し、成長産業としての期待も高まります

が、生産性が低いままでは問題が多いものと

思われます。

◆「生産性」とは何か？

ここでいう「生産性」とは、働く人 1 人が

生み出す付加価値額（あるいは生産量をあら

わす労働生産性）を指します。

労働者に備わった技術や知識、設備の効率

性などによって変化し、中長期的にみると賃

金はほぼ生産性に比例します。経済成長率も、

長期的には生産性の伸びによって決まるとさ
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れています。

◆伸び悩む医療・介護産業

総務省の調査をみると、社会福祉・介護業

の従業員 1 人当たりの売上高は年 362 万円、

医療は 876 万円となり、サービス産業平均の

1,083 万円を下回っています。

その理由として、参入障壁があり事業者間

の競争が乏しく、生産性を高めようとする動

機づけが働きにくい点、福祉サービスの料金

は公定価格が基本で、サービスの差が生まれ

にくい点が挙げられます。

福祉分野で働く人は、ここ５年で約 100 万

人も増え、労働者全体の１割を超えました。

しかし 1 人当たりの名目賃金は、2000 年から

の 10 年間で 16.6％も下がっています。

◆「規制緩和」がカギになるか

このような状況を打破するため参考にな

ると言われるのが、イギリスなどの例です。

イギリスでは、財政支援などで政府が関与し

ながら、病院や施設同士の競争を促し、生産

性を高める制度が試みられています。

患者や高齢者が多様な選択肢から医療や

介護施設を自由に選ぶと、サービスの質が高

く、早く退院できる施設を選ぶようになるた

め、財政支出の抑制にもなります。

「公益通報者保護法」の実効性は？

◆「公益通報者保護法」とは？

公益通報者保護法は、企業の不祥事が相次

いで明らかになったことを受け、法令違反行

為を労働者が通報した場合に、解雇等の不利

益な取扱いから保護し、また、事業者のコン

プライアンス経営を強化することを目的とし

て、平成 18 年４月に施行されました。

しかし、現在、この法律の実効性を疑問視

する声が上がっています。消費者庁が実施し

た調査でも労働者の６割強が同法を「知らな

い」と答えるなど、課題は山積です。

◆保護の対象となる通報内容

同法では、保護の対象となる通報内容を特

定の法律（会社法や食品衛生法など 433 種類

の法令）に違反した場合に限定しています。

しかし、専門家からは「法律家でも難しい

法令違反の判断を、一般の通報者に求めるの

は無理がある」との指摘があります。

◆制度スタート後の実態

消費者庁が昨年 10 月に行った公益通報者

保護制度に関する調査においては、制度を導

入している 2,604 事業者のうち、約 44％が過

去１年間に通報件数がゼロだったと回答して

います。また、労働者（約 3,000 人）を対象

とした調査では、約半数の人が「会社の不法

行為を知っても通報しない」などと答え、そ

の理由を「解雇や不利益な取扱いを受けるお

それがある」ためとしています。

◆内部告発サイトが問題に

一方、企業は、内部通報制度整備の重要性

を認識し始めています。内部通報窓口を設置

する以外にも、外部の法律事務所に相談窓口

を設けるなど、新たな対策を講じている企業

も出てきました。最近では、インターネット

の掲示板に比べて匿名性が高い「内部告発サ

イト」を通じた匿名の告発や暴露が増えてい

ます。こうした動きは今後も増える可能性が

高いとされており、内部通報制度が有効に機

能しなければ、重大な企業の情報がネット上

に流れる危険性があると言われています。

当事務所よりひと言

東日本大震災で被災された皆様には心より

お見舞い申し上げます。早い復興を願うとと

もに、西日本から日本経済を活性化すべく、

１人の力は微力でも自分にできることをやっ

ていきたいと思います。

弊所は、中小企業経営者の身近な相談役です！

人事労務管理・就業規則・社会保険・年金でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さい。


